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a

国
民
宿
舎
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

.
次
の
と
お
り
慧
宿
舎
事
業
の
霊
等
竃
す
る
条
例
の
一
部
-
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治

法
(
暗
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
竺
項
の
規
定
に
ょ
｡
･
本
義
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
l
年
三
月
十
日

三

　

朝

町

　

長

　

　

安

　

田

　

真

一

郎

讐
盲
参
月
せ
弐
日
等
㍍
町
要
望
名
宝
由

仰.か



ヽ_..･._

三
朝
町
条
例
第

早

●

　

　

　

　

　

　

　

●

包
民
宿
舎
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
宿
舎
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
由
十
妄
三
朝
町
条
例
撃
l
l
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
｡

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(

組

感

)

第
二
粂
　
地
方
公
営
企
業
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
賢
盲
九
十
二
号
｡
以
↑
｢
凍
｣
と
い
う
｡
)
第
七
粂

～

た
だ
し
書
及
び
地
方
公
営
企
業
轟
施
行
令
(
暗
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
嘉
八
集
の
こ
の
規
定
に

基
づ
き
,
国
民
宿
舎
事
業
に
ノ
管
理
者
を
せ
か
な
･
い
こ
と
と
↓
･
管
理
者
の
権
限
は
'
町
長
が
こ
れ
を
行
う

も
の
.
と
す
る
｡

r
y
 
J
　
法
第
十
四
集
の
規
定
に
基
･
つ
き
,
国
民
宿
舎
事
業
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
'
国
民
宿
舎
三
周
温
泉

_

金
銀
を
置
く
｡

ー●

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
､
る
'

●

第

三

粂
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附

　

則

こ

の

条

例

は

'

昭

和

六

十

一

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

｡


